
 

訪問介護重要事項説明書 （介護予防訪問介護） 

 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 電話 ０４－７１３７－３０５８（月～金 9：００～１８：００） 

 担当 浜崎 亜希子・齋藤 律子（サービス提供責任者） 

 ※ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

 

２ 事業所の概要 

 （１）事業所の名称、所在地、サービスを提供できる地域 

事業所 訪問介護ステーション 和気あいあい 

所在地 柏市松葉町３－２４－７ 

介護保険指定番号 １２７２２０６８６１ 

サービスを提供する対象地域 柏市、流山市（一部地域）、我孫子市（一部地域） 

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。  

 

（２）事業所の職員体制 

 資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者（兼務） 介護福祉士 １名 ０名 業務全般の管理 １名（１名） 

サービス提供 

責任者（兼務） 

介護福祉士 5 名 ０名 
サービス管理全般 ５名（２名） 

実務者研修修了 ０名 ０名 

訪
問
介
護
員 

介護福祉士 １０名 ３名 介護・援助・相談等 １３名（５名） 

初任者・実務者研修修了 1 名 ４名 介護・援助・相談等 ７名（１名） 

※（ ）は男性  ※管理者・サービス提供責任者・介護職員兼務１名  

 

（３）サービスの提供時間帯 

 通常時間帯 

9:00～18:00 

早朝 

6:00～9:00 

夜間 

18:00～22:00 

深夜 

22:00～6:00 

備考 

平日 〇 △ △ ×  

土・祭日 〇 △ △ ×  

※ ○印は、サービス提供可能な時間帯です。  

※ △印は身体状況、生活状況に応じご相談対応いたします。  

※時間外は対応時間により料金が異なります。  

 

 

 

 



３ サービスの内容 

 訪問介護（介護予防訪問介護） 

 提供するサービスの内容は下記のとおりです。 

 サービス内容 

 《身体介護》入浴、清拭、整容、排泄、食事、通院、移動介助等 

 《生活援助》買い物、調理、掃除、洗濯、介護相談等 

※サービス提供時間 ９：００～１８：００ ※時間外対応可  

※営業日 月曜日～金曜日 （年末年始１２月３１日～１月３日は休業日です）  

 

 

４ サービスの料金 

（１）訪問介護利用料金（要介護１～５） 

 お支払いいただく料金の単価は下記のとおりです。  

※地域加算１０．４２円を乗じた金額です。  

※別紙参照 

 

（2）自費サービス 

自費によるサービス提供の費用は下記となります。 

※１８：００以降のサービスにつきましては下記の２５％増しでの加算となります。 

 

（２）①介護保険と併用される場合 

  

自費料金の種類 自費料金 

初めの３０分以内 ３，０００円 

それ以降 ３０分ごとに １，０００円 

移動費（１㎞あたり） ２０円 

 

（２）②介護保険と併用されない場合 

 

自費料金の種類 自費料金 

初めの３０分以内 ４，０００円 

それ以降 ３０分ごとに ２，０００円 

移動費（１㎞あたり） ２０円 

 

 

 

 

 

 



（3） 交通費 

 前記２の（１）のサービスを提供する通常地域にお住まいの方は無料です。 それ以外の地域

の方は、訪問介護員がお尋ねするための交通費の実費が必要です。（なお自動車を使用した場

合の交通費は下記の金額です。） 

 ※通常事業の実施地域を越えてから、片道５キロ未満   ５００円 

 ※通常事業の実施地域を越えてから、片道５キロ以上   ８００円 

 ※駐車利用金が必要な場合  

 

（4）キャンセル規定 

 お客様のご都合でサービスを中止する場合、以下のとおりキャンセル料をいただきます。 

利用の訪問日の前営業日(月～金)１８時までに

ご連絡いただいた場合 
無料 

利用の訪問日の前営業日（月～金）１８時以降

にご連絡いただいた場合 
１，０００円 

キャンセル時のご連絡先：04-7137-3058 

 

（5） その他  

① お客様のお住まいで、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気等の費用は

お客様のご負担になります。  

② 料金の変更 介護保険関係法令の改正等により料金が変更になる場合は、事前に説明をし、

ご承諾いただきます。 

③ 訪問時間について サービスの提供時間はサービス提供票に基づいて行いますが、交通事

情等により、15 分程度、前後する場合があります。予めご了承ください。 

④ ご利用者様宅にて鍵等の紛失があった場合について、当事業所では責任を負いかねます。

なお、玄関等の鍵を事業所にてお預かりすることも出来かねますので併せてご理解いた

だきますよう、お願い申し上げます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ サービスの利用方法  

（１） サービスの利用開始まずは、電話等でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いし

ます。契約を結び、訪問介護計画（介護予防訪問介護計画）を作成し、サービスの提供を

開始します。  

※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

  

（２） サービスの終了  

① お客様のご都合でサービスを終了する場合 サービスの終了を希望する日の１週間前

までに文書でお申し出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 やむを得ない事情により、サービスの提供

を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通

知いたします。 

 

 

（３） 自動終了 以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

①お客様が介護保険施設に入所、または期間の定めのない入院をした場合 

① 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当（自立）と認

定された場合 

② お客様がお亡くなりになった場合 

③ お客様が遠隔地へ転居した場合  

 

（４）その他お客様がサービス利用料金の支払いを１ヶ月以上延滞し、料金を支払うよう催告し

たにもかかわらず１５日以内に支払わない場合、正当な理由なくサービスの中止をしばし

ば繰り返した場合、入院もしくは病気等により１ヶ月以上にわたってサービスが利用でき

ない状態であることが明らかになった場合。又は、お客様やご家族などがサービス従業者

に対して、本契約 を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することによ

り、 即座に契約を終了させていただく場合がございます。 

 

 ６ 当事業所の訪問介護（介護予防訪問介護）サービスの特徴  

（１） 運営方針 

① 「忠恕の心」、「敬愛の心」、「感謝の心」を介護の基本理念とします。  

② 利用者を、可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、

排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行うことにより、利用者の社会的

孤立感の解消及び心身の機能の維持、 並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図るような援助を 行います。  

③ 事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

 

 

 

 



 （２）サービス利用のために  

事項 有無 備考 

男性職員の有無 有  

時間延長の可否 有 事前にご相談ください。 

従業員への研修実施 有 １か月に１回以上実施 

 

７ 個人情報の使用 

事業者は，利用者及び利用者の家族の個人情報について，利用者の介護予防サービス計画又は

介護予防ケアプラン立案のためのサービス担当者会議並びに地域包括支援センター又は介護支

援専門員及び介護予防サービス事業者等との連絡調整において必要な場合に限り，必要最小限の

範囲内で使用します。 

 

 

８ 緊急時の対応方法 

 サービスの提供中に容態の変化があった場合は、事前の打ち合わせにより、 主治医、救急隊、

親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

   

 

９ サービス内容に関する相談・苦情 

 ○苦情担当相談、要望、苦情等の窓口 

 訪問介護（介護予防訪問介護）に関する相談、要望、苦情等は、サービス提供責任者か下記窓

口までお申し出ください。 

 サービス提供責任者 浜崎 亜希子  電話：０４－７１３７－３０５８ 

受付時間 月曜日から金曜日        ９：００～１８：００  

 

☆福祉サービス苦情相談窓口 

柏市高齢者支援課         電話番号  ０４－７１６７－１１１１（代表） 

千葉県国民健康保険団体連合会  電話番号  ０４３－２５４－７３１８ 

 ※個人の秘密は守られます。※相談は無料です。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 当法人の概要 

 （１）名称・法人種別    特定非営利活動法人ジーエイチネットワーク 

 （２）代表者役職・氏名   理事長 吉田 正吾 

 （３）所在地       千葉県柏市松葉町３－２４－７ 

 （４）電話番号         ０４－７１３７－３０５８ 

 （５）運営する施設      訪問介護ステーション 

 （６）関連施設      訪問看護リハビリステーション・デイサービス・居宅介護支援事業 

             福祉用具貸与・販売 

 

    年   月   日  

  

訪問介護（介護予防訪問介護）の提供にあたり、契約者に対して契約書及び本書面に基づいて重

要事項を説明しました。  

  

事業者  特定非営利活動法人ジーエイチネットワーク 

所在地  千葉県柏市松葉町３－２４－７ 

事業所  訪問介護ステーション和気あいあい 

代表者名 吉田 正吾   ㊞ 

説明者             

   

 私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問介護（介護予防訪問介護） についての重要事

項の説明を受けました。  

 また，第７条に定める利用者の個人情報の使用について，同意します。 

 

利用者  

  

〈 住  所 〉                                        

  

〈 氏  名 〉                                     

  

 代理人：続柄 (      )  

  

〈 住  所 〉                                        

  

〈 氏  名 〉                                      

 

 

 

 


